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持分法適用関連会社の合併に関するお知らせ 

 

 当社の関連会社で持分法適用会社である日本ゲームカード株式会社と日本アドバンストカードシステム株式

会社の合併につきまして、両社の定時株主総会の承認ならびに関係官庁から了承されましたことをお知らせ申し

上げます。 

 

 

記 

 

 

１． 合併の目的 

上記 2 社の事業領域であるパチンコ用プリペイドカード市場は、市場環境の変化やニーズの多様化によ

り、新しい高付加価値商品の提供やサービスの向上が不可欠となっておりました。 

今回の合併は、両社の持つ事業ノウハウや開発力及び営業力の結集により、スケールメリットを活かし

た効率経営を実現可能とし、より一層の競争力の確保と強固な経営基盤の確立を目指すものであります。 

 

 

２． 合併の概要 

（１）合併の日程   

  合併契約書承認株主総会   

 日本ゲームカード株式会社          平成 15 年 16 月 23 日 

 日本アドバンストカードシステム株式会社 平成 15 年 16 月 24 日 

 合併期日             平成 15 年 10 月 11 日（予定） 

 合併登記申請 平成 15 年 10 月 11 日（予定） 

   （２）合併方式   

 日本ゲームカード株式会社を存続会社とする吸収合併方式とします。 

  （３）合併比率 

 日本アドバンストカードシステム株式会社の株式 1 株に対して日本ゲームカード株式会社の株式

0.5 株を割り当て交付します。 

 



 

３． 合併当事会社の概要（平成 15 年 3 月 31 日現在） 

 

 

４． 合併後の状況 

 

 

５． 当社の業績に与える影響 

 当社の持分法適用関連会社同士の合併であり、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以上 

 

商号 
日本ゲームカード株式会社 

（合併会社） 

日本アドバンストカードシステム株式会社 

（被合併会社） 

事業内容 
パチンコ用プリペイドカードの発行、販売 

カードシステム機器の販売 

パチンコ用プリペイドカードの発行、販売 

カードシステム機器の販売 

設立年月日 平成元年８月２５日 平成７年３月１０日 

本店所在地 大阪府大阪市北区野崎町5番 9号 愛知県名古屋市中区錦2丁目14番 21 号 

代表者 代表取締役  寺内 弘行 代表取締役  今井 一正 

資本金 ４０億円 ３０億円 

発行済株式総数 ８０，０００株 ６０，０００株 

決算期 ３月３１日 ３月３１日 

従業員 １２７名 １０３名 

主要取引先 全国パチンコパーラー 全国パチンコパーラー 

当社の持株比率 ３８.８５％ ４５.８０％ 

主要取引銀行 株式会社 三井住友銀行 株式会社 三井住友銀行 

商号 日本ゲームカード株式会社  

事業内容 
パチンコ用プリペイドカードの発行、販売 

カードシステム機器の販売 

 

本店所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番 1号  

代表者 
代表取締役  寺内 弘行 

代表取締役  今井 一正 

 

資本金 ５５億円  

発行済株式総数 １１０，０００株  

決算期 ３月３１日  

当社の持株比率 ４０.７５％  


